
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
五

○
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
五

規

則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
十
五
号

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

「
第
六
節

自
動
車
取
得
税

目
次
中

を
「
第
六
節

軽
油
引
取
税
」
に
改
め
る
。

第
六
節
の
二

軽
油
引
取
税
」

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
環
境
性
能
割
」
に
、
「
第
五
十
二
条
第
三
項
第

二
号
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
す
る
場
合
の
同
号
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
、
「
第
六
十
四
条
の
三
」
を
「
第
七
十
一
条

の
十
四
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
環
境
性
能
割
」
に
、

「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
中
「
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
種
別
割
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
六
節
の
節
名
を
削
る
。

第
百
十
四
条
か
ら
第
百
二
十
二
条
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
か
ら
第
百
二
十
二
条
の
二
ま
で

削
除

第
六
節
の
二
を
第
六
節
と
す
る
。

第
百
三
十
一
条
及
び
第
百
三
十
一
条
の
二
を
削
る
。

第
百
三
十
二
条
及
び
第
百
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
の
整
理
）

第
百
三
十
一
条

県
北
地
方
振
興
局
及
び
い
わ
き
地
方
振
興
局
の
長
（
以
下
「
県
北
地
方
振
興
局
長
等
」

と
い
う
。
）
は
、
環
境
性
能
割
に
係
る
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
（
滞
納
処
分
に
関
す
る
事
項
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
管
理
し
、
当
該
管
理
に
係
る
電
子
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
、

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
都
度
必
要
な
事
項
を
記
録
し
、
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
告
書
を
容
認
し
た
と
き
又
は
課
税
標
準
額
及
び
税
額
を
更
正
し
、
若
し
く
は
決
定
し
た
と
き
。

二

条
例
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免

除
し
た
と
き
。

三

条
例
第
七
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
を
減
免
し
た
と
き
。

２

地
方
振
興
局
長
は
、
種
別
割
に
係
る
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
（
滞
納
処
分
並
び
に
種
別
割
に
つ

い
て
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
の
告
知
及
び
督
促
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
電

子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
管
理
し
、
当
該
管
理
に
係
る
電
子
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
都
度
必
要
な
事
項
を
記
録
し
、
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
納
税
管
理
人
に
係
る
申
告
が
あ
つ
た
と
き
。

二

条
例
第
七
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
減
免
し
た
と
き
。

三

条
例
第
七
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
免
除
し
た
と
き
。

四

条
例
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
告
事
項
を
容
認
し
た
と
き
、
又
は
調
査
に

よ
つ
て
申
告
事
項
を
決
定
し
た
と
き
。

（
環
境
性
能
割
の
納
付
の
方
法
）

第
百
三
十
二
条

条
例
第
七
十
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
額
（
当
該
環
境
性
能
割
額
に
係
る
延
滞
金
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
申
告
書
に
福
島
県
納
税
証
紙
印
（
証
紙
代
金
収
納

計
器
（
以
下
「
収
納
計
器
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
表
示
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
納
税
証
紙
印
」

と
い
う
。
）
の
押
印
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
納
付
す
べ
き
者
が
当
該
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
表

示
し
た
納
税
証
紙
印
の
押
印
を
受
け
な
い
で
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
と
す
る
。

第
百
三
十
四
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
二
条
及

び
第
七
十
一
条
の
十
六
」
に
、
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
百
三
十
三
条
と
す
る
。

地
方
振
興
局
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
過

料
を
科
す
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
明
示
し
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
五
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
環
境
性
能
割
徴
収
簿
）

第
百
三
十
四
条

県
北
地
方
振
興
局
長
等
は
、
環
境
性
能
割
に
係
る
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
（
滞
納

処
分
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
管
理
し
、
当
該
管
理
に
係

る
電
子
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
都
度
調
定
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
───────────────────────────────────────────────────────────
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を
記
録
し
、
現
金
出
納
員
の
通
知
に
よ
り
収
入
の
整
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
を
発
し
た
と
き
。

二

過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
又
は
重
加
算
金
の
金
額
の
決
定
の
通
知
書
を
発
し
た
と
き
。

三

延
滞
金
額
の
収
入
済
通
知
が
あ
つ
た
と
き
。

四

督
促
状
又
は
催
告
書
を
発
し
た
と
き
。

五

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
通
知
書
を
発
し
た
と
き
。

第
百
三
十
五
条
中
「
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
三
第
二
項
」
に
、
「
自
動
車
税
」

を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

県
北
地
方
振
興
局
長
等
は
、
条
例
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
額
を
納
税
証
紙

印
の
押
印
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
第
百
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
環
境
性
能
割
整
理
簿
を
備

え
、
そ
の
都
度
そ
の
徴
収
金
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
五
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
譲
渡
担
保
財
産
に
係
る
徴
収
猶
予
等
の
申
請
書
）

第
百
三
十
五
条
の
二

条
例
第
七
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
様
式
の
申
請
書
は

第
百
二
十
五
号
の
三
様
式
と
し
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
様
式
の
申
請
書
は
第
百

二
十
五
号
の
四
様
式
と
す
る
。

（
譲
渡
担
保
財
産
に
係
る
徴
収
猶
予
等
の
通
知
）

第
百
三
十
五
条
の
三

第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ

て
環
境
性
能
割
の
徴
収
を
猶
予
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
し
、
第
二
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
条
例

第
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
猶
予
を
取
り
消
す
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
自
動
車
の
返
還
に
係
る
還
付
等
の
申
請
書
）

第
百
三
十
五
条
の
四

条
例
第
七
十
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
様
式
の
申
請
書
は
、

第
百
二
十
五
号
の
五
様
式
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
の
更
正
、
決
定
及
び
加
算
金
決
定
通
知
書
）

第
百
三
十
五
条
の
五

条
例
第
七
十
一
条
の
四
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
様
式
の
通
知
書
は
、
第
百

二
十
五
号
の
六
様
式
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
交
付
簿
）

第
百
三
十
五
条
の
六

知
事
は
、
第
百
二
十
五
号
の
七
様
式
に
よ
る
環
境
性
能
割
交
付
簿
を
備
え
、
条

例
第
七
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
を
市
町
村
に
交
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
交
付

金
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
体
障
害
者
等
の
範
囲
）

第
百
三
十
五
条
の
七

条
例
第
七
十
一
条
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
身
体
に
障
害
を
有
し
歩
行

が
困
難
な
者
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
左
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者

二

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
三
の
左
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者

２

条
例
第
七
十
一
条
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
の
う

ち
規
則
で
定
め
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
の
う
ち
当
該
手
帳
に
障
害
の
程
度
が
重
度
で
あ
る
こ
と
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
者
及
び
精
神
保

健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
当
該
手
帳
に
精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
が
一
級
で
あ
る
こ
と
の
記
載
が
さ
れ
、
か
つ
、
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
一
条
の
二
第
三
号
に

規
定
す
る
精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
と
す
る
。

第
百
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
十
四
条
第
五

項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
三
第
五
項
」
に
、
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
一
項
」
に
改

め
る
。

第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
六
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
三
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を

「
第
七
十
一
条
の
十
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
九
条
中
「
第
六
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九

条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第

七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
三

条
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第

七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
第
十
一
号
」
に
、
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
の
四
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
減
免
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
種
別
割
減
免
申
請
書
」

に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
八
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
の
五
中
「
第
六
十
九
条
第
十
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
八
第
十
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
中
「
（第

122条
の
2関
係

）
」
を
「
（第

135条
の
７
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
五
号
の
二
様
式
そ
の
四
（
表
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
改
め
、
同
様
式
そ

の
四
（
裏
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
、
「第

145条

」
を
「第

146条

」
に
改
め
、

同
様
式
そ
の
四
の
二
（
第
一
片
）
（
表
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
、
「第

145条

」

を
「第

146条

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
四
の
二
（
第
二
片
）
、
同
様
式
そ
の
四
の
二
（
第
三
片
）
及

び
同
様
式
そ
の
四
の
三
（
表
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
四

の
三
（
裏
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
、
「第

145条

」
を
「第

146条

」
に
改
め
、

同
様
式
そ
の
四
の
四
（
表
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
四
の

四
（
裏
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
、
「第

145条

」
を
「第

146条

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
そ
の
四
（
表
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
四

（
裏
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
、
「第

145条

」
を
「第

146条

」
に
改
め
る
。
───────────────────────────────────────────────────────────
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第
二
十
二
号
様
式
そ
の
一
及
び
そ
の
二
並
び
に
第
二
十
二
号
の
三
様
式
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
の
四
様
式
そ
の
三
（
表
）
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
、
「第

165条
第

1項
」
を
「第

177条
の
19第

1項

」
に
改
め
る
。

「地

「特
方

別
法

法

第
八
十
号
様
式
中
「地

方
法
人
特
別
税

」
を
「特

別
法
人
事
業
税

」
に
、

人

を

人

に
改
め

特
事

別
業

税

」

税

」

る
。第

百
三
号
様
式
か
ら
第
百
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
三
号
様
式
か
ら
第
百
九
号
様
式
ま
で

削
除

第
百
二
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10
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第
百
二
十
五
号
様
式
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。
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第
百
二
十
六
号
の
三
様
式
中
「自

動
車
二
税
証
紙
収
入

」
を
削
る
。

第
百
二
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
127号様

式

（第

138条関
係

）

第
百
二
十
七
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

127号の
３
様
式

（第

138条関
係

）

直
径

25mm

第
百
二
十
七
号
の
四
様
式
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
種
別
割

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
号
様
式
に
よ
る
通

知
書
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分

の
法
人
の
県
民
税
及
び
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の

県
民
税
及
び
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
中
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
係
る
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
規
則
中
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
者
に

課
す
る
平
成
三
十
一
年
度
（
令
和
元
年
度
）
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
令
和
二
年
度
以
後
の
年

度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
者
に
課
す
る

平
成
三
十
一
年
度
（
令
和
元
年
度
）
分
ま
で
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
税
務
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
六
号

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
そ
の
七
）
中
「自

動
車
取
得
税
課
税
免
除
申
請
書

」
を
「自

動
車
税
環
境
性
能
割
課

税
免
除
申
請
書

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
（
そ
の
七
）
に
よ
る
申
請
書
は
、
令

和
元
年
十
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
税
務
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
七
号

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
福
島
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
五

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
建
築
物
は
、
階
数
が
五
以
上
で

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
事
務
所
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（あ）

（い）

区
分

用
途

規
模

㈠

劇
場
、
映
画
館
又
は
演
芸
場

三
階
以
上
の
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
主
階
が
一
階
に

な
い
も
の

㈡

観
覧
場
（
屋
外
観
覧
場
を
除
く
。
）
、
公

三
階
以
上
の
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供

会
堂
又
は
集
会
場

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の

㈢

児
童
福
祉
施
設
等
（
定
期
報
告
を
要
し
な

地
階
を
当
該
用
途
に
供
し
、
か
つ
、
各
階
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い
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し

に
お
け
る
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床

い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
建
築

面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

物
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
八
年
国
土

え
る
も
の
（
地
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に

交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
号
。
以
下
こ
の

供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方

表
に
お
い
て
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
、
二

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
高
齢
者
、
障

階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の

害
者
等
の
就
寝
の
用
に
供
す
る
用
途
に
供

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

す
る
建
築
物
（
告
示
第
一
第
二
項
第
一
号
、

上
の
も
の
又
は
三
階
以
上
の
階
に
お
け
る

第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供

当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合

す
る
建
築
物
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

㈣

病
院
、
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施
設
が
あ

三
階
以
上
の
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供

る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
前
号
の
児
童
福

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー

祉
施
設
等
以
外
の
児
童
福
祉
施
設
等

ト
ル
を
超
え
る
も
の

㈤

旅
館
又
は
ホ
テ
ル

三
階
以
上
の
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の

㈥

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
（
サ
ー
ビ
ス
付
き

三
階
以
上
の
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供

高
齢
者
向
け
住
宅
又
は
老
人
福
祉
法
（
昭

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー

和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五

ト
ル
を
超
え
る
も
の

条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応

型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
若
し
く
は
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
七

項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事

業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

㈦

下
宿
並
び
に
共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
（
サ
ー

三
階
以
上
の
階
を
当
該
用
途
に
供
し
、
か

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
又
は
老
人
福

つ
、
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

祉
法
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
認

が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
若

し
く
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援

助
を
行
う
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除

く
。
）

㈧

学
校
又
は
体
育
館
（
学
校
に
付
属
す
る
も

三
階
以
上
の
階
を
当
該
用
途
に
供
し
、
又

の
に
限
る
。
）

は
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
が

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

㈨

博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
、
ボ
ー
リ
ン

三
階
以
上
の
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供

グ
場
、
ス
キ
ー
場
、
ス
ケ
ー
ト
場
、
水
泳

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー

場
又
は
ス
ポ
ー
ツ
の
練
習
場

ト
ル
を
超
え
る
も
の

㈩

百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
展
示
場
、
キ
ャ

三
階
以
上
の
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供

バ
レ
ー
、
カ
フ
ェ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー

バ
ー
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
遊
技
場
、
公
衆

ト
ル
を
超
え
る
も
の

浴
場
、
待
合
、
料
理
店
、
飲
食
店
又
は
物

品
販
売
業
を
営
む
店
舗
（
床
面
積
が
十
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）

十
一

事
務
所

当
該
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
う
ち
階
数

が
五
以
上
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の

第
十
二
条
第
二
項
中
「
㈢
の
項
」
を
「
㈩
の
項
」
に
、
「
㈣
の
項
」
を
「
十
一

の
項
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
㈡
の
項
及
び
㈣
の
項
」
を
「
㈥
の
項
、
㈦
の
項
及
び
十
一

の
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
㈡
の
項
及
び
㈣
の
項
」
を
「
㈥
の
項
、
㈦
の
項
及
び
十
一

の
項
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
指
導
課
）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）


